
 

 

「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」開催要綱 

 

 

１．趣旨 

婦人保護事業は、昭和 31 年に制定された売春防止法に基づき、売春を行うおそ

れのある女子を保護する事業として発足した。 

しかし、その後、支援ニーズの多様化に伴い、家庭関係の破綻や生活困窮等の問

題を抱える女性に事業対象を拡大してきた。また、関係法令により、平成 13 年か

らは DV 被害者、平成 16 年からは人身取引被害者、平成 25 年からはストーカー被

害者が、それぞれ事業対象として明確化され、現に支援や保護を必要とする女性の

支援に大きな役割を果たすようになった。 

このような経緯から、関係者からは、制定以来抜本的な見直しが行われていない

売春防止法の規定を含め、婦人保護事業のあり方を見直すべきとの問題提起がなさ

れている。こうしたことを踏まえ、今後の困難な問題を抱える女性への支援のあり

方について検討する。 

 

 

２．検討事項 

（１）対象とする「女性」の範囲・支援内容について 

（２）他法他施策との関係や根拠法の見直しについて 

（３）婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設の役割や機能について 

 

 

３．その他 

（１）本検討会は厚生労働省子ども家庭局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。 

（２）本検討会には、構成員の互選により座長をおき、検討会を統括する。座長は座

長代理を指名することができる。 

（３）本検討会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼すること

ができるものとする。 

（４）本検討会は、原則として公開とする。 

（５）本検討会の庶務は、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課が行う。 

（６）この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が子ども

家庭局長と協議の上、定める。 
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